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各地区薬剤師会会長 殿 
公益社団法人福岡県薬剤師会 

会 長 小田 真稔  
 

電子処方箋発行再開について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、電子処方箋の一時運用停止については、１２月２０日付６福薬発第２７

８号等にてお知らせしておりますが、厚生労働省医薬局総務課長より日本薬剤

師会を通じて１２月２７日（金）より再開する旨、通知がありましたのでお知ら

せいたします。 
電子処方箋の発行機能が再開されますが、電子処方箋システム上でダミーコ

ードの利用制限が完了しているわけではないため、当面の間は下記の対応が必

要とのことです。 
調剤の際には、より一層の患者情報の確認を行っていただき、引き続き患者の

安全を最優先にした運用に努めていただきますよう貴会会員へご周知方よろし

くお願い申し上げます。 
 

記 

 
●電子処方箋を応需する場合には、当該電子処方箋を発行する医療機関が 
厚生労働省ホームページで公表予定の点検報告済みの医療機関であることを

確認する 
 
●処方情報と紙の処方箋の内容、電子処方箋と処方内容（控え）の内容の差異等

を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確認したうえで、自薬局の

設定に問題がなかった場合は、処方箋発行元医療機関への連絡を行う 
等 

 
※詳しくは、別添を参照のこと 
 

以上 



 

 

日 薬 情発 第  159 号 

令 和 ６ 年 1 2月 2 6日 

 

都道府県薬剤師会 会長殿  

 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 岩月 進 

（会長印省略） 

 

電子処方箋発行再開について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、電子処方箋の一時運用停止については、12月19日に日薬情発152号、12月

20日に日薬情発153号としてご連絡しておりますが、標記につきまして、厚生労働

省医薬局総務課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

12月27日から電子処方箋の発行機能を再開されますが、電子処方箋システム上

でダミーコードの利用制限が完了しているわけではないため、引き続き当面の間

は、薬局において、「電子処方箋を応需する場合には、当該電子処方箋を発行する

医療機関が厚生労働省ホームページで公表予定の検報告済みの医療機関であるこ

とを確認する」「処方情報と紙の処方箋の内容、電子処方箋と処方内容（控え）の

内容の差異等を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確認したうえで、

自薬局の設定に問題がなかった場合は、処方箋発行元医療機関への連絡を行う」

等の対応を行っていただきたいとのことです。 

通知に記載の通り、電子処方箋管理サービスにおいて改修を含む防止策が検討

されていますが、現時点ではシステム上、医薬品コードにダミーコードが利用さ

れている可能性は残りますので、当面の間、電子処方箋を応需する薬局において

は引き続き注意が必要です。調剤の際には、薬歴やお薬手帳の確認・活用し、よ

り一層の患者情報の確認をお願いいたします。また、電子処方箋の応需は、上記

の薬局向けチェックリストへの対応を含め、患者安全を最優先にした運用をお願

いいたします。 

つきましては、貴会関係者にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 



 

医薬総発 1226 第２号 

令 和 ６ 年 12 月 26 日 

 

公益社団法人  日本薬剤師会  会長  殿  

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について  

 

 

日頃から厚生労働行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。  

電子処方箋について、一部の医療機関や薬局においてシステムの設

定がされた際の不備により、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、

医師の処方と異なる医薬品名が表示されるなどの事例が報告されまし

た。  

これを踏まえ、各医療機関や薬局でのシステムの点検を促す周知期

間として、令和６年 12 月 20 日（金）から電子処方箋の発行を停止し

ておりました。  

急な連絡・対応の依頼にも関わらず、短期間での点検にご協力をい

ただき、関係者の皆様には心より御礼申し上げます。  

この間、医療機関及び薬局並びにシステムベンダーの皆様へ医療機

関等向け総合ポータルサイト等により周知が図られたことから、電子

処方箋の発行を 12 月 27 日（金）より再開することといたしました。

なお、厚生労働省において周知完了の確認がとれていない一部の電子

処方箋を発行する医療機関においては、引き続き電子処方箋の発行を

停止します。当該医療機関においては、速やかな周知事項の確認をお

願いいたします。  

さらに、現時点で点検報告が完了していない運用開始済みの医療機

関及び薬局並びにシステムベンダーにおいては速やかに点検報告を完

了していただきますようお願いたします。 

厚生労働省としても医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく、



安全に運用できる仕組み・環境の整備を進めてまいりますが、当分の

間、引き続き下記についてご対応いただけますよう、貴職におかれて

は、本通知について、御了知の上、貴下団体会員、関係団体、関係機

関等に周知徹底を図るとともに、遺漏なきよう御配慮願います。  

 

記 

 

１．医療機関・薬局においては、医薬品のマスタの設定等が適切に行わ

れているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベン

ダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内

に沿って、厚生労働省への点検報告を行いつつ、電子処方箋を適切

に運用していただきたいこと。  

 

２．医療機関においては、以下について対応をいただきたいこと。  

 ・国において電子処方箋管理サービスの改修等が行われるまでの当

分の間は、医師の処方意図と異なる医薬品の処方を防止するため

の安全対策を優先し、以下の場合を除き、紙の処方箋を発行する。 

－電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電

子処方箋に用いる医薬品コード（※）の設定やダミーコードを使

用せずに電子処方箋を発行できる状態であるかについてシステ

ムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した

場合のみとする。  

 ・電子処方箋の発行が可能な状態で、患者が電子処方箋の発行を希

望する場合においても、以下の対応を行う。  

－以下のいずれかの場合には、電子処方箋の発行に加え、必ず処方

内容（控え）を患者に交付する。  

➢ 調剤を受ける予定の薬局が受診時点で未定の場合  

➢ 厚生労働省ホームページで公表されていない薬局（点検報告

未完了）での調剤を希望する場合  

－以下の場合には、電子処方箋のみの発行を可能とする。  

➢ 調剤を受ける予定の薬局が厚生労働省ホームページで公表

されている薬局（点検報告完了）であることを確認した場合  

 ・紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容（控え）の内

容の差異等がないか、適時確認を行う。  

（※）ＹＪコード、レセプト電算処理コード、一般名コード  



 （注 1）電子処方箋を発行する場合には、ダミーコードを使用しない

ようにすること。  

 （注 2）医療機関は患者を特定の薬局に誘導しないようにすること。 

 （注 3）なお、電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策の

速やかな着手及び医薬品のダミーコードを含めた仕組みのあ

り方について検討を進める。  

 

３．薬局においては、以下について対応をいただきたいこと。  

 ・医師の処方意図と異なる医薬品の表示を防ぐ観点から、医薬品マ

スタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード（※）の設定等に

ついてシステムベンダーとも確認し、かつ、ダミーコードを特定

の医薬品に設定しないようにする。  

 ・医療機関での紙の処方箋の発行に対応した処方箋上の医薬品の確

認を実施する。  

・電子処方箋を応需する場合には、当該電子処方箋を発行する医療

機関が厚生労働省ホームページで公表している点検報告済みの医

療機関であることを確認する。  

 ・電子処方箋を応需した場合には、処方内容（控え）又は送付された

医薬品のテキスト情報を合わせて確認のうえ、調剤を行う。点検

報告が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方

内容（控え）が患者に交付されていないことがあることに留意す

る。  

 ・紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容（控え）の内

容の差異等を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確

認したうえで、自薬局の設定に問題がなかった場合は、処方箋発

行元医療機関への連絡を行う。  

 

４．上記の対応については、厚生労働省・実施機関（社会保険診療報酬

支払基金・国民健康保険中央会）により適時モニタリングをした上

で、適切に対応できていない場合には必要な確認を行うことについ

てご留意いただきたいこと。  

 

５．随時最新の情報の案内等を行うため、引き続き、医療機関等向け総

合ポータルサイトからの案内を定期的にご確認いただきたいこと。

また、別途厚生労働省から配布するダミーコード等に関連するイン



シデント事例等を参考に誤表示の防止対策を実施していただきたい

こと。  

 

以上  

 

【別添資料等】  

・別添１：プレスリリース（電子処方箋システム一斉点検の対応につ

いて）  

・点検報告完了医療機関・薬局リスト掲載予定ページ（電子処方せん

対応の医療機関・薬局についてのお知らせ）  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taiou

shisetsu.html 

・システム事業者の対応状況掲載ページ（システム事業者の電子処方

箋対応状況について）  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_vend

or_00001.html 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_vendor_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_vendor_00001.html

